
滝沢市　子ども子育て支援事業計画　構成案

滝沢村　次世代育成支援行動計画後期計画 滝沢市　子ども子育て支援事業計画
必須事項 任意事項

第１章 計画の概要 第１章 計画の概要
第１節 計画策定の趣旨 第１節 計画策定の趣旨
第２節 計画の位置づけ 第２節 計画の位置づけ
第３節 計画の期間 第３節 計画の期間
第４節 計画の対象 第４節 計画の対象
第５節 計画の策定体制 第５節 計画の策定体制

第２章 滝沢村の現状 第２章 滝沢市の現状と課題
第１節 児童をとりまく現状 第１節 人口世帯の状況
第２節 将来推計 第２節 女性の就労状況
第３節 現状のまとめ 第３節 保育サービス等の現状

第４節 子どもの健全育成
第５節 母子保健事業等の現状
第６節 次世代育成支援行動計画後期計画の進捗状況と今後の課題

第３章 計画の基本的考え方 第３章 計画の基本的考え方
第１節 計画の基本的視点 第１節　計画の体系　　※既存の３章を集約
第２節 基本理念 第２節　子どもの数の推計 ●
第３節 基本目標 第３節　教育・保育提供区域の考え ●
第４節 施策の体系

第４章 施策の内容
第４章 施策の内容 第１節 子育て家庭を支援する環境づくり
第１節 子育て家庭を支援する環境づくり １.施設型給付の充実 ●
第２節 子どもが明るく心豊かに育つ環境づくり 第２節 子どもが明るく心豊かに育つ環境づくり
第３節 子どもが健やかであるための支援 １.地域型保育給付の充実 ●
第４節 子どもと子育て家庭にやさしい環境づくり ２.地域子ども・子育て支援事業の充実（子育て支援のネットワークづくり） ●

第３節 子どもが健やかであるための支援
１.幼児期の学校教育保育の一体的提供 ●

第５章 計画の推進 第４節 子どもと子育て家庭にやさしい環境づくり
１．仕事と子育ての両立の支援 ●
２．児童虐待防止対策等の充実 ●

資料編 ３．母子家庭等の自立支援の推進 ●
４．障がい児療育事業の充実 ●
５．交通安全、防犯対策等の安心安全のまちづくりの推進

第５章 計画の推進
第１節 計画の推進体制
１ 市の推進体制
２ 住民、事業主、関係団体、行政が一体となった推進体制
第２節 計画推進のための各主体の役割
１ 家庭の役割
２ 地域の役割
３ 学校の役割
４ 事業主の役割
５ 関係団体の役割
６ 行政の役割

資料編

子ども子育て支援法

変更提案点
計画の任意記載事項
計画の必須記載事項

資料４ 
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滝沢市 子ども子育て支援事業計画 骨子案 
 

 ・「次世代育成支援行動計画」を継承する計画として考える 

 ・事業計画は第４章（施策の内容）に位置づけ 

 

 

滝沢村 次世代育成支援行動計画後期計画 滝沢市 子ども子育て支援事業計画 

子ども子育て 

支援法 

必須 任意 

第１章 計画の概要 第１章 計画の概要   

第１節 計画策定の趣旨 第１節 計画策定の趣旨   

第２節 計画の位置づけ 第２節 計画の位置づけ   

第３節 計画の期間 第３節 計画の期間   

第４節 計画の対象 第４節 計画の対象   

第５節 計画の策定体制 第５節 計画の策定体制   

第２章 滝沢村の現状 第２章 滝沢市の現状と課題   

第１節 児童をとりまく現状 第１節 人口世帯の状況   

 第２節 女性の就労状況   

第２節 将来推計    

第３節 現状のまとめ 第３節 保育サービス等の現状   

 第４節 子どもの健全育成   

 第５節 母子保健事業等の現状   

 
第６節 次世代育成支援行動計画後期計画の進捗

状況と今後の課題 
  

第３章 計画の基本的考え方 第３章 計画の基本的考え方   

第１節 計画の基本的視点 第１節 計画の体系  ※既存の３章を集約   

第２節 基本理念    

第３節 基本目標    

第４節 施策の体系    

 
第２節 子どもの数の推計 

※既存の第２章第２節より移動 
○  

 第３節 教育・保育提供区域の考え ○  

 

 

 

 

 

資料４ 当日配布資料 



-2- 

滝沢村 次世代育成支援行動計画後期計画 滝沢市 子ども子育て支援事業計画 

子ども子育て 

支援法 

必須 任意 

第４章 施策の内容 第４章 施策の内容   

第１節 子育て家庭を支援する環境づくり 第１節 子育て家庭を支援する環境づくり   

 ■施設型給付の充実 ○  

第２節 子どもが明るく心豊かに育つ 

環境づくり 
第２節 子どもが明るく心豊かに育つ環境づくり   

 ■地域型保育給付の充実 ○  

 
■地域子ども・子育て支援事業の充実 

（子育て支援のネットワークづくり） 
○  

第３節 子どもが健やかであるための支援 第３節 子どもが健やかであるための支援   

 ■幼児期の学校教育保育の一体的提供 ○  

第４節 子どもと子育て家庭にやさしい 

環境づくり 

第４節 子どもと子育て家庭にやさしい 

環境づくり 
  

 ■仕事と子育ての両立の支援  ○ 

 ■児童虐待防止対策等の充実  ○ 

 ■母子家庭等の自立支援の推進  ○ 

 ■障がい児療育事業の充実  ○ 

 
■交通安全、防犯対策等の安心安全のまちづく

りの推進 
  

第５章 計画の推進 第５章 計画の推進   

 第１節 計画の推進体制   

 ■市の推進体制   

 
■住民、事業主、関係団体、行政が 

一体となった推進体制 
  

 第２節 計画推進のための各主体の役割   

 ■家庭の役割   

 ■地域の役割   

 ■学校の役割   

 ■事業主の役割   

 ■関係団体の役割   

 ■行政の役割   

資料編 資料編   
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第１章 計画の概要 

 

本計画の概要（趣旨・位置づけなど）について記載します 

 

 

第１節 計画策定の趣旨 

子ども・子育て支援の質・量の充実とともに、家庭、学校、地域、職域その他あらゆ

る分野の構成員が、子ども・子育て支援の重要性に関心・理解を深め、各々が協働し、

役割を果たすとともに、そうした取組を通じて、家庭を築き、子どもを産み育てると

いう希望をかなえ、すべての子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指す。 

 

第２節 計画の位置づけ 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

第６１条（市町村子ども・子育て支援事業計画）第１項 

市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を

定めるものとする。 

 

第３節 計画の期間 

平成 27年度から平成 31年度までの 5か年 

 

第４節 計画の対象 

おおむね 18歳未満の本市のすべての子どもとその家庭、地域、行政等すべての個人及

び団体とする。 

 

第５節 計画の策定体制 

ニーズ調査、子ども・子育て会議、パブリックコメント実施など 
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第２章 滝沢市の現状と課題 

 

統計データ及び次世代育成支援行動計画後期計画の進捗状況などを踏まえて、滝沢市の

現状と課題を整理します 

 

第１節 人口世帯の状況 

本市の人口は、平成 26 年と平成 21 年を比べてみると 1,994 人増加しています。あわ

せて、世帯数も増加しているため、一世帯あたりの平均人員が減少しており、一人暮

らし世帯の増加や核家族化の進行がうかがえます。 

 

 

【人口・世帯数・平均世帯人員の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 3月 31日現在） 
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【年齢３区分人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 3月 31日現在） 

 

【年齢３区分人口構成比の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 3月 31日現在） 
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85歳以上

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳

（人）

1,325 

1,361 

1,350 

1,464 

1,425 

1,546 

1,792 

2,026 

1,985 

1,680 

1,898 

1,952 

2,273 

1,830 

1,417 

1,044 

801 

927 

0 1,000 2,000 3,000

女性

（26,771人）

1,271 

1,357 

1,592 

1,443 

1,544 

1,591 

1,807 

2,061 

1,988 

1,672 

1,829 

1,896 

2,117 

1,787 

1,304 

844 

559 

305 

01,0002,0003,000

男性

（25,696人）

【人口ピラミッド（平成 26年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（平成 26年 3月 31日現在） 
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【母親の年齢階級別出生数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩手県保健福祉部（保健福祉年報） 

 

 

【合計特殊出生率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保健福祉年報・全国は厚生労働省公表値（人口動態調査） 
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第２節 女性の就労状況 

 

【男女別就労状況の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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【年代別就業率の推移／男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

【年代別就業率の推移／女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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【年代別女性就業率／平成 22年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

第３節 保育サービス等の現状 

■認可保育所の状況 

■保育児童数の推移 

■幼稚園数及び在園者数 

■放課後児童クラブ数及び在籍児童数の推移 

■放課後児童クラブ別在籍児童数 

 

第４節 子どもの健全育成 

 

第５節 母子保健事業等の現状 

 

第６節 次世代育成支援行動計画後期計画の進捗状況と今後の課題 
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第３章 計画の基本的考え方 

 

第１節 計画の体系  ※既存の３章を集約 

■基本的視点 

3つの基本視点 

■基本理念 

「滝沢村 次世代育成支援行動計画後期計画」における基本理念を踏まえ記載します 

 

子どもの笑顔が輝くまちづくり 

未来をつくる子どもたちが、自らの幸せの中で、いつまでも夢を描き続けることのでき

る社会を目指し、家庭や地域が一体となってその実現を目指します。 

 

■基本目標 

（１）子育て家庭を支援する環境づくり 

（２）子どもが明るく心豊かに育つ環境づくり 

（３）子どもが健やかであるための支援 

（４）子どもと子育て家庭にやさしい生活環境づくり 

■施策の体系 

  上記を体系図としてまとめます 

 

第２節 子どもの数の推計  ※必須事項 

第３節 教育・保育提供区域の考え  ※必須事項 

 

子ども子育て支援法の規定に基づき、児童数・市が提供する教育保育区域の設定につい

て記載します。 

 

  

（単位：人） 

平成 25年度（実績） 平成 27年度 平成 28年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 

教育のみ 保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 

教育のみ 保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 

教育のみ 保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
         

②
確
保
の
内
容 

認定こども園、 

幼稚園、保育所 

（教育・保育施設） 

   

 

     

地域型保育事業          

差（②－①）          

 

今後検討 
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第４章 施策の内容 

 

子ども子育て支援法の規定に基づき、各事業の量の見込とその確保施策について記載し

ます。尚、任意事項については、滝沢市に必要と考えられる事業について記載します。 

 

 

第１節 子育て家庭を支援する環境づくり 

■施設型給付の充実  ※必須事項 

 

第２節 子どもが明るく心豊かに育つ環境づくり 

■地域型保育給付の充実  ※必須事項 

■地域子ども・子育て支援事業の充実（子育て支援のネットワークづくり）※必須事項 

 

第３節 子どもが健やかであるための支援 

■幼児期の学校教育保育の一体的提供  ※必須事項 

 

第４節 子どもと子育て家庭にやさしい環境づくり 

■仕事と子育ての両立の支援   ※任意事項 

■児童虐待防止対策等の充実   ※任意事項 

■母子家庭等の自立支援の推進  ※任意事項 

■障がい児療育事業の充実    ※任意事項 

■交通安全、防犯対策等の安心安全のまちづくりの推進 

 

（A）時間外保育事業 

 

（B）放課後児童健全育成事業 

  

（単位：人） 
平成 25年度 

（実績） 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み       

②確保の内容 －      

差（②－①） －      

 

今後検討 

（単位：人） 
平成 25年度 

（実績） 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み       

②確保の内容 －      

差（②－①） －      

 

今後検討 
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第５章 計画の推進 

 

計画の進捗点検を行い、計画に定めた量の見込と実績に剥離が出た場合の見直しを行うた

めの PDCAサイクルの確保を明記します。 

さらに、計画推進のために各セクションで必要とされる役割を記載します。 

 

第１節 計画の推進体制 

■市の推進体制 

■住民、事業主、関係団体、行政が一体となった推進体制 

 

第２節 計画推進のための各主体の役割 

■家庭の役割 

■地域の役割 

■学校の役割 

■事業主の役割 

■関係団体の役割 

■行政の役割 

 

資料編 

 

 

 

 

 

 





 この計画は、「次世代育成支援行動計画策定指針」により10年間の
集中的・計画的な取組とされていますが、５年を１期として策定していま
すので、中間年度である平成21年度に前期計画の見直しを行い、平
成22年度から平成26年度の後期計画を策定しました。
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